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加賀市セミナーハウスあいりす指定管理者の仕様書 

  

 加賀市セミナーハウスあいりす(以下「セミナーハウス」という。)の指定管理者が行う業

務の内容、その範囲及び履行方法については、この仕様書に定めるものとする。 

 

１ 基本的事項 

(1) 施設の管理運営に関する基本的な考え方 

指定管理者は、セミナーハウスを管理するにあたり、次に掲げる項目に沿って管理を行う

こと。 

① セミナーハウスは、住民交流及び生涯学習活動の場を提供し、もって市民福祉の増進 

に資することを目的としている施設であるという設置理念に基づき、管理運営を行うこと。 

② 地域住民や利用者の意見・要望を管理運営に反映し、サービスの向上を図ること。 

③ 個人情報の保護を徹底すること。 

④ 効率的かつ効果的な管理を行うこと。 

⑤ 公平な運営を行うこととし、特定の個人や団体等に有利あるいは不利となる運営をしな 

いこと。 

⑥ この施設は、女性センターの機能を有しているため、女性団体事務室、相談室は専用使

用とする。また、女性団体から研修室、ホール等の使用申込みがあった場合は配慮し、使

用料は免除するものとする。ただし、先約があった時は、他の研修室を使用させるものと

する。 

 

(2) 施設の概要 

① 名 称   

加賀市セミナーハウスあいりす 

② 所在地  

 加賀市山田町リ２４３番地 

③ 規 模  

(ア) 敷地面積   ９,８６１.４３㎡     

(イ) 建物面積   ３,６５８.８７㎡ 

(ウ) 建物構造   鉄筋造２階建て 

(エ) 建物概要   １ 階  ２,５００.７３㎡  事務室、ロビー、研修室４、調理 

                       室、工作室、音楽スタジオ、団体 

                       事務室、ホール（大研修室）、浴室 

                       （男女）、男女別トイレ、倉庫、機 

                       械室、湯沸し室、キッズルーム、 

                       レストラン、廊下              
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２ 階  １,１５８.１４㎡  宿泊室（和室３、洋室８）、研修和 

               室１、ミーティングルーム、男女 

               別トイレ、倉庫、機械室、電気室、 

               湯沸し室、リネン室、廊下 

 

(3) 開館時間等 

① 開館時間 

研修施設 午前９時から午後９時３０分まで 

宿泊施設 午後３時から翌日午前１０時まで 

ただし、指定管理者の申請により、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更する

ことができる。 

② 休館日 

１２月２９日から翌年１月３日までとする。 

ただし、指定管理者の申請により、教育委員会が必要と認めるときは、臨時に開館し、

又は休館することができる。 

（4） 組織及び人員配置 

① 管理運営業務を実施するために必要な業務執行体制を確保するとともに、労働基準法 

等の労働関係法令を遵守し、管理運営を効率的に行うための適正な人数の職員を配置する 

こと。 

② 責任者を 1名配置し、職員の勤務形態は施設の管理運営に支障がないよう定めること。 

③ 受付業務には常時 1名以上配置すること。 

④ 職員に対して施設の運営に必要な研修を実施すること。 

⑤ 職員の体制は、施設の管理運営に支障がないように配慮するとともに、利用者の要望 

に応えられるものとすること。 

 

２ 指定管理者が行う業務の範囲 

(1) 施設の利用に関する業務 

① 施設の利用申込みの受付、利用の許可及び利用料の徴収（インボイス制度対応含む） 

② 附帯設備の管理、操作説明等の業務 

③ 駐車場の管理 

(2) 施設の受付・案内業務 

① 施設利用の受付案内業務 

② 郵便等の受付 

③ その他受付業務に関連する業務 

(3) 施設等の維持管理及び修繕 

① 日常清掃（施設内及び駐車場等における日常的に必要な清掃業務） 

② 定期清掃（ガラス清掃、除草など定期的に必要な清掃業務） 

③ 設備の保守点検業務（保守点検等に係る詳細は別表１のとおりとする。） 

④ 施設内の機器類の保守点検 
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⑤ 備品の管理 

⑥ 施設の小破修繕 

(4) 施設内の自動販売機等の維持管理業務（自動販売機の販売収入等は、市が公募を実施し 

て応札がない場合） 

(5) 管理に関する経理業務 

① 維持管理経費（光熱水費等）及び通信運搬費（電話料）の支払い業務 

② 市からの指定管理料経費 

③ その他施設管理運営に必要となる経理業務 

(6) 広報に関する業務 

① セミナーハウスのホームページの作成・更新に関する業務 

② 情報誌や専門誌等への情報発信業務 

③ 新聞・テレビ・ラジオ等マスコミの対応に関する業務 

(7) 総合的な管理に関する業務 

①  防火・防災に関する防災計画の作成、訓練の実施 

②  防犯対策の実施 

③  防火管理者の配置 

④  地域・住民との連携 

⑤  災害時における避難所としての管理 

⑥  AEDの設置、保守管理 

(8) 利用者サービス提供事業に関する業務 

① レストラン業務（セミナーハウス利用者のみでなく、公園・周辺施設利用者が広く利 

用できるようなものとする。） 

  ② その他利用者サービス提供に必要と認められる業務 

(9) 自主事業 

   指定管理者は、セミナーハウスの設置目的である「住民交流及び生涯学習活動の場を提

供し、もって市民福祉の増進を図ることを目的としている施設である」という設置理念に

基づき、地域との連携・協働が円滑に図られる範囲内において、セミナーハウスにおいて

自主事業をすることができるものとする。自主事業の市民参加者の割合が５０％以上とな

るような年間スケジュールを作成・調整すること。 

ただし、施設内において実施する場合は、市民の利用を優先しなければならない。 

(10) 指定管理者が行うモニタリング 

公の施設を管理運営する者として、指定管理者が自ら進んで行う。指定管理者が、定期

的に利用者の満足度調査、アンケート調査等を実施し、利用者からの苦情・要望等を把握

し、施設の管理に関する問題点等について改善を行うこと。 

ただし、当該調査等の実施については、事前に市と協議を行うとともに、実施結果につ

いても市に報告すること。 

(11) その他必要な業務 

➀ 視察の対応 

② 各種統計等資料の作成、調査、管理業務の実施状況の回答 

③ その他施設の管理に必要と認められる業務 
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３ 指定期間 

令和８年４月１日から令和１３年３月３１日までとする。 

ただし、管理を継続することが適当でないと認めるときは、指定期間の途中で指定を

取り消し、又は期間を定めて管理の全部若しくは一部の停止を命じることができるも

のとする。 

また、市の判断により、大規模な施設の修繕が行われる場合や施設の営業業態等の変更

を要する場合には、１年以上前に市が期間短縮を決定する場合がある。この場合において、

指定管理者に損害、損失又は増加費用が生じても、市はその補償を行わないものとする。 

 

４ 法令等の遵守 

セミナーハウスの管理にあたっては、本仕様書のほか次の各項に掲げる法令、またその

他管理運営に適用される法令に基づくものとする。 

(1) 地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

(2) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号） 

(3) 加賀市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例（平成１７年加賀市条例第７１号） 

(4) 加賀市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則（平成１７年加賀市規則第 

39 号） 

(5) 加賀市セミナーハウスあいりす条例（平成 17年加賀市条例第 100号） 

(6) 加賀市セミナーハウスあいりす条例施行規則（平成 17年加賀市規則第 57号） 

(7) 加賀市セミナーハウスあいりす管理運営規則（平成 17 年加賀市教育委員会規則第 26 号） 

(8) 加賀市行政財産使用料条例（平成 17年加賀市条例第 81号） 

(9) 個人情報の保護に関する法律（平成 15年法律第 57号） 

(10) 個人情報の保護に関する法律施行令（平成 15年政令第 507号） 

(11) 個人情報の保護に関する法律施行規則（平成 28年個人情報保護委員会規則第 3号） 

(12) 加賀市暴力団排除条例（平成 24年加賀市条例第１号） 

(13) 加賀市情報公開条例（平成 17年加賀市条例第 16号） 

(14) 加賀市公の施設共通使用料条例（平成 17 年加賀市条例第 82号） 

(15) 加賀市公の施設の使用料に関する運用規則（平成 17年加賀市規則第 49号） 

(16) 加賀市情報セキュリティに関する規程（令和 3年 4月 30日訓令・教育委員会訓令・選 

挙管理委員会訓令・監査委員訓令・公平委員会訓令・農業委員会訓令・固定資産評価審査 

委員会訓令・病院事業訓令・消防本部訓令・議会訓令第 1号）他加賀市情報セキュリテ 

ィ対策基準及び実施手順 

本協定期間中に上記に規定する法令等に改正があった場合は、改正された内容を仕様と 

する。 

 

５ 個人情報の保護 

 指定管理者は、個人情報の保護に関する法律及び同法に基づく規定によりセミナーハウ

スの管理を行うにあたって取り扱う個人情報については、適正な取り扱いの義務が課せら

れる。 
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６ 管理経費等について 

セミナーハウスの管理経費は、利用料金収入及び指定管理料並びにその他収入による。 

(1) 収入について 

① 利用料金収入（加賀市セミナーハウスあいりす条例に規定する利用料金は、指定管理 

者の収入とする。） 

《加賀市指定管理者制度導入に向けた利用料等の取扱い：資料１》を参照して下さい。 

② 指定管理料 

加賀市は、必要と認める管理経費に相当する金額を指定管理料として支払うものとす

る。ただし、当該年度の予算額を限度とする。 

加賀市セミナーハウスあいりす条例別表で定める利用料金の額を、消費税率の引上げ 

や使用料の見直し等に伴い、改定する方針を市が定めた場合には、改定後の利用料金で

積算した収入に基づき、改めて協議することとする。 

③ その他の収入 

ア． 自動販売機等の販売収入等セミナーハウスの管理に起因する収入は、指定管理者の

収入とする。（自動販売機の販売収入等は、市が公募を実施して応札がない場合） 

イ． 自主事業の展開による収入（講座・教室の参加料、物品等の販売収入等） 

ウ． 市の主催、共催事業、また政策的理由から利用料金を減免とした分については、指

定管理者より請求があり、市長が必要と認めた場合は減免対象相当分を支払うものと

する。 

 (2) 支出について 

① 管理経費 

セミナーハウスの管理に係る全ての費用は、指定管理料、利用料金並びにその他の収

入をもって充てるものとする。 

② その他の経費 

ア． 1件あたり２０万円未満の施設及び備品の修繕は、指定管理者の負担とする。 

  ただし、1件あたり２０万円以上の修繕費が見込まれる場合は、加賀市及び指定管

理者との間で協議のうえ決定する。 

イ． 施設の設置目的の効果を増す工事費等は、原則として、全額、市の負担とする。

ただし、発注方法等については、市と指定管理者の間で協議のうえ決定する。 

ウ． 施設の行政財産の目的外使用は、市が加賀市行政財産使用料条例に基づき使用

料を徴収する。 

 

７ 指定期間終了にあたっての引継業務 

   指定期間終了時には、次期指定管理者が円滑かつ支障なくセミナーハウスの業務を遂行

できるよう引継ぎを行うこと。 

 

８ 物品等の帰属等 

(1) 現に使用中の市所有の備品等については、無償で貸与する。 

(2) 指定管理者は、備品等を善良な管理者の注意義務をもって保管し、又は使用し、管理す
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ること。 

(3) 指定管理者は、市の所有に属する物品については、加賀市財務規則（平成 17 年加賀市

規則第 35号）及び関係例規の管理の原則及び分類に基づいて管理するものとする。また、

指定管理者は同規則に定められた備品台帳等を備えて、その保管にかかる物品を整理し、

購入及び廃棄等の異動について定期的に市に報告するものとする。 

(4) 施設の管理及び業務を行う上で必要であり、指定管理者が指定期間中に、市が指示又は 

市が了承したうえで、指定管理料により購入した物品については、基本的に市の所有に 

属するものとする。 

 

９ 留意事項 

(１) 業務を実施するにあたっての留意事項 

ア． 加賀市内にある他の市民利用施設との連携を図った運営を行うこと。 

イ． 指定管理者が施設の管理運営に係る各種規定・要綱等を作成する場合は、市と

協議を行うこと。 

ウ． 加賀市の指定管理者制度の基本的な考え方や標準的な手続きについては、加賀

市指定管理者制度運用ガイドラインを参照すること。 

エ． 各種規定がない場合は、市の諸規定に準じて、あるいはその精神に基づき業務

を実施すること。 

オ． 災害時には地域防災に関わる施設としての役割を果たすこと。また利用者の安

全を確保するため、適切な防災・安全対策を講じるものとし、地震などの災害や

事件などの危機事象発生時においては、加賀市をはじめ、警察・消防・自衛隊等

と連携をとりながら適切に対応できるよう、万全の危機管理体制を確立すること。 

カ． 指定管理者は、施設内の定期的な消毒や入館者への手指消毒の励行など、感染

症の拡大防止対策に努めること。また、国・県・市から感染拡大防止に関する通

知が発出された場合は、これに従うこと。 

キ． その他、仕様書に記載のない事項については市と協議を行うこと。 

(2) 業務報告及び事業報告の提出 

① 下記の内容について、協定期間の事業終了後３０日以内に、事業報告書を提出す 

ること。ただし、ウ・エ・オの事業報告書を毎月終了後、翌月の 10日までに、カ 

については、四半期終了後３０日以内に事業報告書を提出すること。 

ア． 管理運営の体制 

イ． 管理業務の実施状況 

ウ． 利用者数（減免者数含む）の実績 

エ． 使用拒否の件数と理由 

オ． 利用料金の収入の状況 

カ． 管理に係る経費の収支状況 

② 必要に応じ、上記アからカ以外について報告を求めることがある。 

③ 指定管理者より提出された業務及び事業報告書その他の書類は、加賀市情報公開 

条例に基づく情報公開の対象となるほか、市が必要と認めた場合は、その全部又は 

一部を公表する。 



 

7 

(3) 事故・故障等異常時の措置 

施設内において、事故又は故障が発生したときは、加賀市教育委員会事務局生涯学

習課（施設担当課）に報告し、指示を受け必要な措置を講ずるものとする。ただし、

緊急を要する場合、又は軽微な事故・故障の場合は、指定管理者において必要な措置

を講ずるものとする。 

(4) 立入検査について 

市は必要に応じて、施設、物品、各種帳簿等の現地検査を行うことができるものと

する。 

(5) 市が行うモニタリング 

定期モニタリング 

指定管理者が提出する月毎や四半期毎などの定期報告に対し、問題点や改善点等がな

いかチェックするために定期モニタリング行う。具体的な実施方法については、各施

設の特性に合わせて適宜所管課において調整する。 

随時モニタリング 

確認された問題や、突発的に施設で発生した問題点、施設・設備の破損・紛失状況

等の確認、市民からの苦情等を解決するためなど、実地調査等をその都度行う。 

(6) 指定管理者の評価の実施 

市は、指定管理者の評価を実施し、業務の改善や更なる工夫につなげ、施設の管理 

運営に活かす。適切なサービス水準が達成されたか、どのような問題があったかなど、

「市民にサービスを提供する」という視点から検証を行ない、改善、是正の手段を 

とる。また、評価内容・結果については、市は公開できるものとする。 

 (7) その他 

① 緊急時対策、防犯・防災対策について、マニュアルを作成し、職員に指導を行うこ 

と。また、施設内に設定された AED（自動体外式除細動器）の運用に支障がないよ 

う管理を行い、職員に研修を受けさせるなど、利用者の救命に係る適切な措置を講

じること。 

② 個人情報保護の体制をとり、徹底を図ること。 

③ 地域住民・利用者の意見等を施設の運営に取り入れるよう努めること。 

④ アンケート調査や意見箱の設置など、利用者のニーズの把握に努め、要望・不平等 

の把握とその対応策について、月毎に集計し翌月の末日までに報告すること。 

⑤ 広報かがの「施設ガイド」欄等への施設の周知記事は、無料で掲載することができ 

る。ただし、編集・掲載の可否等全ての掲載に関する権限は、市広報担当課が有する。 

 

１０ 協 議 

  この仕様書に定めのない事項又は疑義が生じた場合は、指定管理者と市が協議して定める 

ものとする。 

 

 


